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▼全体の評価講評  ▼サービス分析結果  ▼利用者調査結果  ▼事業者のコメント  

平成20年度 知的障害者通所授産施設［経過措置］ 

事業所名称 第二しいのき学園 

評価機関名称 有限責任中間法人 日本福祉サービス評価機構 

評価者
修了者No .H0302032    修了者No .H0301058    修了者No .H0302033    

修了者No .H0301059       

評価実施期間 2008年12月10日～2009年3月30日 

   

 

 公園清掃やクリーニングなど豊富な作業メニューを用意し、利用者が自立に向けて幅広く体験できるよう
支援している  

 授産活動を地域との交流に役立てて積極的に取り組んでいる  

 高齢者、障害者、児童施設を運営する法人の総合性を生かして活動している  

 

 中長期的には利用者ができるだけ地域で就労・自立していくよう計画的な支援を  

 新事業体系への移行に合わせて早急に手引書等の見直し・整備を  

 引続き授産活動の見直し・改善に取り組み、利用者が働くことや自立に意欲を持って取り組むよう工賃の
引上げを  
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サービスの実施項目 

 

サ ー ビ ス の 実 施  評 点  

1．個別の支援計画に基づいて自立(自律)生活が営めるよう支援している  

【講評】 詳細はこちら 

 日中活動の中で利用者が自分の状況に合わせて活動できるよう計画をもとに支援している  

 利用者には週間予定表を配布するなど予定をわかりやすく伝えるよう工夫している  

 就労を目指す利用者には職場体験・実習や就労支援に関する情報を提供している  

2．個別の支援計画に基づいて就労・日中活動等に関するさまざまな支援を行っている  

【講評】 詳細はこちら 

 豊富な授産活動メニューを用意して、利用者が特性に合わせて取り組めるようにしている  

 利用者が学園は働く施設ー職場という意識を強めるように改善を図っている  

 就労を目指す利用者には授産作業での訓練や施設外実習の機会を設けて支援している  

3．栄養のバランスを考慮したうえでおいしい食事を楽しく食べられるよう工夫している  

【講評】 詳細はこちら 

 本部の栄養課と協力してバランスのとれた、おいしい食事を提供している  

 利用者の個別事情に合わせて治療食や代替食を提供している  

 食堂の改修工事と配膳設備の更新を行い、楽しい雰囲気で食事ができる環境を整えている  

4．身の回りの支援に関しては、利用者の立場を考えてサービスを行っている  



【講評】 詳細はこちら 

 日常生活上の支援は一日の生活リズムを身につけるよう支援計画をもとに行なっている  

 身の回りのことはできるだけ自分でやるように促しながら支援している  

5．利用者の健康を維持するための支援を行っている  

【講評】 詳細はこちら 

 定期健康診断や精神科医による健康相談を実施して、結果を利用者・家族に伝えている  

 服薬チェック表により誤りなく服薬できるよう支援している  

 日頃から利用者の健康状態を把握し、急な体調変化にも対応できるよう体制を整えている  

6．利用者の自主性を尊重し、日常生活が楽しく快適になるような取り組みを行っている  

【講評】 詳細はこちら 

 福栄会まつりをはじめいろいろな場に参加して多様な体験ができるように支援している  

 施設の共用部分は利用者が交代で清掃し、清潔な環境を維持するよう努めている  

 利用者集会を設けて意見等を出し合い、生活ルールについて話し合うよう支援している  

7．施設と家族等との交流・連携を図っている  

【講評】 詳細はこちら 

 家族との連携・交流を大切にして利用者を支援している  

 グループホームをはじめ地域の福祉情報を家族に提供している  

8．地域との連携のもとに利用者の生活の幅を広げるための取り組みを行っている  

【講評】 詳細はこちら 

 グループホームをはじめ地域の福祉に関する情報を利用者の状況に合わせて提供している  

 利用者が地域の資源を利用できるよういろいろな行事や催し物の情報を提供している  
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※読み上げソフトをご利用のかたへ 
パーセンテージの読みあげは「はい」「どちらともいえない」「いいえ」「無回答」の
順番で読み上げられます。 

有効回答者数/利用者総数 
50/71 

 はい   どちらともいえない   いいえ   無回答・非該当 

1．仕事など日常の活動はやりが
いが持てるか 

90.0% 6.0% 

どちらともいえない：4.0%   無回答・非該当：0.0%   

2．工賃・給料の支払いのしくみ
は、わかりやすく説明されている
か 

58.0% 12.0% 22.0% 8.0% 

3．必要なとき職員からの相談・
支援は十分か 

78.0% 14.0% 8.0% 

無回答・非該当：0.0%   

4．施設の設備は安心して使える
か 

90.0% 6.0% 

いいえ：4.0%   無回答・非該当：0.0%   

5．サービス提供にあたって、利
用者のプライバシーは守られて
いるか 

66.0% 28.0% 6.0% 

いいえ：0.0%   

6．利用者の気持ちは尊重されて
いるか 

74.0% 12.0% 8.0% 6.0% 

7．職員の対応は丁寧か 
80.0% 14.0% 6.0% 

無回答・非該当：0.0%   

8．個別の目標や計画を作成す
る際に、利用者の状況や要望を
きかれているか 

76.0% 16.0% 8.0% 

無回答・非該当：0.0%   

9．【個別の目標や計画について
説明を受けた方に】 
個別の目標や計画に関しての説
明はわかりやすかったか 

92.0% 

どちらともいえない：4.0%   いいえ：2.0%   無回答・非該当：0.0%   



 
 
 

▲このページのトップへ 
 

 

福ナビトップへ｜ サイトマップ｜ メルマガ登録｜ ご意見・ご要望 

第三者評価については電話03-5206-8750、その他のお問い合わせはこちらから 

財団法人東京都福祉保健財団 
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10．【過去１年以内に利用を開始
し、利用前の説明を受けた方に】 
サービス内容や利用方法の説
明はわかりやすかったか 

50.0% 50.0% 

いいえ：0.0%   無回答・非該当：0.0%   

11．不満や要望を事業所や職員
に言いやすいか 

64.0% 22.0% 14.0% 

無回答・非該当：0.0%   

12．利用者の不満や要望はきち
んと対応されているか 

78.0% 14.0% 8.0% 

無回答・非該当：0.0%   

13．第三者委員など外部の苦情
窓口にも相談できることを知って
いるか 

38.0% 20.0% 38.0% 

無回答・非該当：4.0%   

 はい   どちらともいえない   いいえ   無回答・非該当 
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＊以下の項目は事業者によって、自ら更新される情報です。
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▼全体の評価講評  ▼コメント  

平成20年度 知的障害者通所授産施設［経過措置］ 

<<前の評価結果を見る 

事業所名称 第二しいのき学園 

評価機関名称 有限責任中間法人 日本福祉サービス評価機構 

評価者
修了者No .H0302032    修了者No .H0301058    修了者No .H0302033    

修了者No .H0301059       

評価実施期間 2008年12月10日～2009年3月30日 

 

 

 公園清掃やクリーニングなど豊富な作業メニューを用意し、利用者が自立に向けて幅広く体験で

きるよう支援している 

支援の中心となる作業活動のメニューは多彩である。清掃（公園と施設の館内・園庭）、クリーニング作業、農園での

農作業、パウンドケーキ作り・喫茶､軽作業（箸の袋入れ、仕切りの組み立て等）、リサイクル作業（施設内のゴミの分

別収集等）などがあり、利用者がその障害特性に合わせていろいろな作業を体験できるよう支援している。また、就

労を目的とする利用者には、喫茶作業と施設清掃作業を就労目的作業に設定するとともに関係機関の協力を得て

施設外実習を行なうよう支援している。  

 授産活動を地域との交流に役立てて積極的に取り組んでいる 

授産活動の特徴の一つとして自主製品づくりとそれを通じての地域との交流がある。パウンドケーキは常時、授産活

動の一つ・喫茶「海岸通り」で販売するとともに進物用の注文を受けている。「福栄農園」や「旗の台菜園」で野菜を栽

培し、グループホームに納品するとともに施設内でも販売している。また、法人の福栄会まつりはもとより、区内の福

祉施設や特別支援学校、町内会その他のまつりにも参加してケーキや野菜を販売しながら、地域のいろいろな人々

と交流を深めている。  

 高齢者、障害者、児童施設を運営する法人の総合性を生かして活動している 

法人は高齢者、障害者、児童施設を運営する総合的な福祉法人であり、学園と同じ建物には知的障害者の通所更

生施設や高齢者の施設が併設されている。この条件を生かして高齢者施設のクリーニングをすべて引き受けて授産

活動の柱の一つにしている。また、更生施設や高齢者の施設の利用者とはお互いに日常的に触れ合う機会がある

上、法人のまつりなど他の施設の利用者も含めて交流する機会もある。法人の障害者の短期入所施設とも相互に連

携を図っている。このように総合的に福祉事業を運営している強みを生かして活動している。  

 

 中長期的には利用者ができるだけ地域で就労・自立していくよう計画的な支援を 

現在は利用者を障害の程度により就労継続グループと就労移行準備グループに分けて支援している。しかし、企業

等への就労はまだそれほど多くはなく、平均通所期間も10年となっている。本人・家族の意向をはじめ社会的な条件

が整備される必要はあるが、中長期的には利用者はできるだけ企業等に就労し地域で自立していくよう計画的に支

援していくことが必要と思われる。利用者・家族の理解を深めながらその条件を整えるよう引続き努力していくことが

望まれる。  

 新事業体系への移行に合わせて早急に手引書等の見直し・整備を 

法人は障害者、高齢者、子どもなどを対象にした複合的な事業体であり、定期的な人事異動等に対応するためには

サービスの基本事項や手順等を明確にした手引書の必要性は高い職場であると考えられる。20年度はマニュアル

の見直し・整備を課題の一つとしているが、新しい事業体系への移行の準備等もあって計画どおりには進んでいな

い。新年度からは就労継続支援事業に移行するということであり、現在の手引書をもとにしながら見直し・整備を急ぐ

ことが必要と思われる。今後の取り組みを期待したい。  

 引続き授産活動の見直し・改善に取り組み、利用者が働くことや自立に意欲を持って取り組むよ

う工賃の引上げを 

授産活動のメニューには農作業のようなユニークなものもあり、豊富である。仕事も区立の福祉施設や法人の施設
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関係の物が多く、安定的である。新法による就労継続事業への移行を控えて、20年下半期からは作業時間を９時～

16時に改めたり、喫茶部門の生産性向上の目標を提起するなど授産活動の見直し・改善に取り組み、工賃の引上げ

を図っている。利用者が働くことや自立に意欲を持って取り組んでいくためにも引続き工賃の引上げに努力すること

が望まれる。  
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利用者調査は、評価者が利用者に面談して聞き取り方式で行った。調査は２日間に分けて行った。
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▼リーダーシップと意思決定  ▼経営における社会的責任  ▼利用者意向や地域・事業環境の把握と活用  

▼計画の策定と着実な実行  ▼職員と組織の能力向上  ▼情報の保護・共有  ▼カテゴリー１～７に関する活動成果  

平成20年度 知的障害者通所授産施設［経過措置］ 

<<前の評価結果を見る 

事業所名称 第二しいのき学園

評価機関名称 有限責任中間法人 日本福祉サービス評価機構

事業評価実施期間 2009年1月19日～2009年3月30日 

1. 事業所が目指していることの実現に向けて一丸となっている 評点 

   1. 事業所が目指していること（理念、基本方針）を明確化・周知している  

   2. 経営層（運営管理者含む）は自らの役割と責任を職員に対して表明し、事業所をリードしている  

   3. 重要な案件について、経営層（運営管理者含む）は実情を踏まえて意思決定し、その内容を関係
者に周知している  

【講評】 詳細はこちら 

 法人の基本方針を事業計画書やしおりに明示して、職員、利用者・家族に説明している  

 施設長、役職者は明示された任務と責任に基づいて行動している  

 学園の運営のしくみや重要な意思決定の内容は職員に周知されている  
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1. 社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、その達成に取り組んでいる 評点 

   1. 社会人・福祉サービスに従事する者として守るべき法・規範・倫理などを周知している  

   2. 第三者による評価の結果公表、情報開示などにより、地域社会に対し、透明性の高い組織となっ
ている  

2. 地域の福祉に役立つ取り組みを行っている 評点 

   1. 事業所の機能や福祉の専門性をいかした取り組みがある  

   2. ボランティア受け入れに関する基本姿勢を明確にし、体制を確立している  

   3. 地域の関係機関との連携を図っている  

【講評】 詳細はこちら 

 「職員活動指針」等を明示して職員に徹底するとともに点検活動にも取り組んでいる  

 広報活動に積極的に取り組み、地域に対する情報の発信・開示を行なっている  

 地域社会といろいろな関わりを持ち、利用者が地域の人々と交流する機会を作っている  
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1. 利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用している 評点 

   1. 利用者一人ひとりの意向（意見・要望・苦情）を多様な方法で把握し、迅速に対応している（苦情解
決制度を含む）  

   2. 利用者意向の集約・分析とサービス向上への活用に取り組んでいる  

   3. 地域・事業環境に関する情報を収集し、状況を把握・分析している  

【講評】 詳細はこちら 

 苦情解決のしくみや第三者委員の周知を図り、利用者の苦情や意見の解決に努めている  



計画の策定と着実な実行 

職員と組織の能力向上 

情報の保護・共有 

カテゴリー１～７に関する活動成果 

 給食等のアンケート調査や第三者評価の利用者調査を改善課題の検討に役立てている  

 地域の福祉ニーズや福祉事業の動向を収集して、今後の事業運営に役立てている  
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1. 実践的な課題・計画策定に取り組んでいる 評点 

   1. 取り組み期間に応じた課題・計画を策定している  

   2. 多角的な視点から課題を把握し、計画を策定している  

   3. 着実な計画の実行に取り組んでいる  

2. 利用者の安全の確保・向上に計画的に取り組んでいる 評点 

   1. 利用者の安全の確保・向上に計画的に取り組んでいる  

【講評】 詳細はこちら 

 「品川区地域福祉計画」に沿って、年度事業計画を策定し、計画的に取り組んでいる  

 事業計画は利用者の状況や地域福祉ニーズ、事業環境等を踏まえて検討されている  

 事故の再発防止・予防をはじめ利用者の安全を確保するために取り組んでいる  
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1. 事業所が目指している経営・サービスを実現する人材の確保・育成に取り組んでいる 評点 

   1. 事業所にとって必要な人材構成にしている  

   2. 職員の質の向上に取り組んでいる  

2. 職員一人ひとりと組織力の発揮に取り組んでいる 評点 

   1. 職員一人ひとりの主体的な判断・行動と組織としての学びに取り組んでいる  

   2. 職員のやる気向上に取り組んでいる  

【講評】 詳細はこちら 

 職員の目標を明示して、育成・評価・報酬を連動したマネジメントを行なっている  

 キャリア別研修、資格取得の奨励等を実施して職員の能力向上に取り組んでいる  

 職員意向調査等により職員の意識を把握し、褒賞制度を設けてやる気の向上に努めている  
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1. 情報の保護・共有に取り組んでいる 評点 

   1. 事業所が蓄積している経営に関する情報の保護・共有に取り組んでいる  

   2. 個人情報は、「個人情報保護法」の趣旨を踏まえて保護・共有している  

【講評】 詳細はこちら 

 情報はその重要性や機密性によりアクセス権限を設定して管理している  

 個人情報の利用目的・開示請求に関しては文書にまとめ施設内に掲示している  
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1. 前年度と比べ、事業所の方向性の明確化や関係者への周知、地域・社会への責任の面で向上
している 

評点 

   1. 前年度（比較困難な場合は可能な期間で）と比べて、以下のカテゴリーで評価される部分につい
て、改善を行い成果が上がっている  

【改善の成果】 詳細はこちら 

 就労継続事業への移行に向けて支援内容の見直しに取り組んでいる  
 

2. 前年度と比べ、職員と組織の能力の面で向上している 評点 
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   1. 前年度（比較困難な場合は可能な期間で）と比べて、以下のカテゴリーで評価される部分につい
て、改善を行い成果が上がっている  

【改善の成果】 詳細はこちら 

 自立支援法に関する職員研修会を開催し、就労継続事業について職員の理解を深めている  
 

3. 前年度と比べ、福祉サービス提供プロセスや情報保護・共有の面において向上している 評点 

   1. 前年度（比較困難な場合は可能な期間で）と比べて、以下のカテゴリーで評価される部分につい
て、改善を行い成果が上がっている  

【改善の成果】 詳細はこちら 

 利用者集会を設けて利用者が意見を出し合い、自主的に活動していくよう支援している  
 

4. 事業所の財政等において向上している 評点 

   1. 財政状態や収支バランスの改善へ向けた計画的かつ主体的な取り組みにより成果が上がってい
る  

【改善の成果】 詳細はこちら 

 利用者・家族との連絡を密にして、出席率の向上に向けて取り組んでいる  
 

5. 前年度と比べ、利用者満足や利用者意向の把握等の面で向上している 評点 

   1. 前年度（比較困難な場合は可能な期間で）と比べて、利用者満足や以下のカテゴリーで評価され
る部分において改善傾向を示している  

【改善の成果】 詳細はこちら 

 利用者の意見や要望を把握する場として利用者集会を設置している  
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▼サービス提供のプロセス項目  ▼サービスの実施項目

平成20年度 知的障害者通所授産施設［経過措置］ 

<<前の評価結果を見る 

事業所名称 第二しいのき学園

評価機関名称 有限責任中間法人 日本福祉サービス評価機構

事業評価実施期間 2009年1月19日～2009年3月30日 

サービス提供のプロセス項目 

サービス情報の提供 評点

1．利用者等に対してサービスの情報を提供している  

【講評】詳細はこちら 

 「学園のしおり」には、支援の内容等が詳しく､わかりやすく説明されている  

 法人が広報誌を行政や関係機関に配布して、第二しいのき学園の情報も提供している  

 利用希望者の見学は随時受け入れ、必要に応じて実習期間も設けている   

サービスの開始・終了時の対応 評点

1．サービスの開始にあたり利用者等に説明し、同意を得ている  

2．サービスの開始及び終了の際に、環境変化に対応できるよう支援している  

【講評】詳細はこちら 

 サービスの基本的ルール、重要事項について説明して、利用者・家族の同意を得ている  

 利用者の個別事情や要望、生活等を踏まえて本人のペースを尊重して支援している  

 同意を得て短期入所施設や就労先に利用者の情報を提供して支援の継続性に配慮している   

個別状況に応じた計画策定・記録 評点

1．定められた手順に従ってアセスメントを行い、利用者の課題を個別のサービス場面ごとに明
示している  

2．利用者等の希望と関係者の意見を取り入れた個別の支援計画を作成している  

3．利用者に関する記録が行われ、管理体制を確立している  

4．利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化している  

【講評】詳細はこちら 

 アセスメントにより利用者の状況、ニ―ズ、課題を明確にして、支援している  

 個別支援計画の作成・見直しは利用者・家族の希望を聞いて行い、同意を得ている  

 ケース記録には支援内容と利用者の状態の推移を記録し、職員が共有・活用している   

プライバシーの保護等個人の尊厳の尊重 評点

1．利用者のプライバシー保護を徹底している  

2．サービスの実施にあたり、利用者の権利を守り、個人の意思を尊重している  

【講評】詳細はこちら 

 利用者に関する情報を外部とやりとりする時には、その都度､本人の同意を得ている  

 作業内容の組み立て方を工夫して利用者が自分で選択できるようにして支援している  

 利用者対応について職員が心がけるべきことを明示して、点検活動にも取り組んでいる   

事業所業務の標準化 評点

1．手引書等を整備し、事業所業務の標準化を図るための取り組みをしている  

2．サービスの向上をめざして、事業所の標準的な業務水準を見直す取り組みをしている  

3．さまざまな取り組みにより、業務の一定水準を確保している  

【講評】詳細はこちら 



 
 
 

▲このページのトップへ 
 

 

 

サービスの実施項目 

 職員が作成に関わり、サービスの基本事項・手順をまとめている  

 新事業体系への移行に合わせて、マニュアル等の見直し・整備を急ぐことが望まれる  

 職員会議での基本事項の徹底など、さまざまな面から業務水準の確保に取り組んでいる  
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サービスの実施 評点

1．個別の支援計画に基づいて自立(自律)生活が営めるよう支援している  

【講評】詳細はこちら 

 日中活動の中で利用者が自分の状況に合わせて活動できるよう計画をもとに支援している  

 利用者には週間予定表を配布するなど予定をわかりやすく伝えるよう工夫している  

 就労を目指す利用者には職場体験・実習や就労支援に関する情報を提供している  

 

2．個別の支援計画に基づいて就労・日中活動等に関するさまざまな支援を行っている  

【講評】詳細はこちら 

 豊富な授産活動メニューを用意して、利用者が特性に合わせて取り組めるようにしている  

 利用者が学園は働く施設ー職場という意識を強めるように改善を図っている  

 就労を目指す利用者には授産作業での訓練や施設外実習の機会を設けて支援している  

 

3．栄養のバランスを考慮したうえでおいしい食事を楽しく食べられるよう工夫している  

【講評】詳細はこちら 

 本部の栄養課と協力してバランスのとれた、おいしい食事を提供している  

 利用者の個別事情に合わせて治療食や代替食を提供している  

 食堂の改修工事と配膳設備の更新を行い、楽しい雰囲気で食事ができる環境を整えている  

 

4．身の回りの支援に関しては、利用者の立場を考えてサービスを行っている  

【講評】詳細はこちら 

 日常生活上の支援は一日の生活リズムを身につけるよう支援計画をもとに行なっている  

 身の回りのことはできるだけ自分でやるように促しながら支援している  

 

5．利用者の健康を維持するための支援を行っている  

【講評】詳細はこちら 

 定期健康診断や精神科医による健康相談を実施して、結果を利用者・家族に伝えている  

 服薬チェック表により誤りなく服薬できるよう支援している  

 日頃から利用者の健康状態を把握し、急な体調変化にも対応できるよう体制を整えている  

 

6．利用者の自主性を尊重し、日常生活が楽しく快適になるような取り組みを行っている  

【講評】詳細はこちら 

 福栄会まつりをはじめいろいろな場に参加して多様な体験ができるように支援している  

 施設の共用部分は利用者が交代で清掃し、清潔な環境を維持するよう努めている  

 利用者集会を設けて意見等を出し合い、生活ルールについて話し合うよう支援している  

 

7．施設と家族等との交流・連携を図っている  

【講評】詳細はこちら 

 家族との連携・交流を大切にして利用者を支援している  

 グループホームをはじめ地域の福祉情報を家族に提供している  

 

8．地域との連携のもとに利用者の生活の幅を広げるための取り組みを行っている  

【講評】詳細はこちら 

 グループホームをはじめ地域の福祉に関する情報を利用者の状況に合わせて提供している  

 利用者が地域の資源を利用できるよういろいろな行事や催し物の情報を提供している  
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▼調査概要   ▼調査結果全体のコメント   ▼調査結果  

平成20年度 知的障害者通所授産施設［経過措置］ 

<<前の評価結果を見る 

事業所名称 第二しいのき学園

評価機関名称 有限責任中間法人 日本福祉サービス評価機構

利用者調査実施期間 2009年2月6日～2009年2月26日 

 

 調査対象：21年2月現在の利用者71人中、当日休みの人、辞退者を除いて50人を対象に実施した。  

 調査方法：聞き取り方式   

評価者が直接、利用者の面談して聞き取りを行った。評価者は３人で２日に分けて実施した。  

 利用者総数： 71人  

 共通評価項目による調査対象者数： 50人  

 共通評価項目による調査の有効回答者数： 50人  

 利用者総数に対する回答者割合（％）： 70.4％  

 調査項目： 共通評価項目  

このページの一番上へ

 

「はい」と答えた人の比率が高い項目は、「個別の目標や計画に関しての説明はわかりやすかったか」92.7％、「仕事な

ど日常の活動はやりがいが持てるか」90.0％、「施設の設備は安心して使えるか」90.0％、「職員の対応は丁寧か」

80.0％などである。やや低い項目は｢不満や要望を事業所や職員に言いやすいか」64.0％、「工賃・給料の支払いのしく

みはわかりやすく説明されているか」58.0％である。総合的な感想では、「大変満足」52.0％、「満足」32.0％、合計

84.0％で満足度は高い。 
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1．仕事など日常の活動はやりがいが持てるか 

はい 45人 どちらともいえない 2人 いいえ 3人 無回答・非該当 0人

【コメント】 
楽しいという声が複数ある。   

2．工賃・給料の支払いのしくみは、わかりやすく説明されているか 

はい 29人 どちらともいえない 6人 いいえ 11人 無回答・非該当 4人

【コメント】 
特になし。   

3．必要なとき職員からの相談・支援は十分か 

はい 39人 どちらともいえない 7人 いいえ 4人 無回答・非該当 0人

【コメント】 
特になし。   

4．施設の設備は安心して使えるか 

はい 45人 どちらともいえない 3人 いいえ 2人 無回答・非該当 0人
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【コメント】 
特になし。   

5．サービス提供にあたって、利用者のプライバシーは守られているか 

はい 33人 どちらともいえない 14人 いいえ 0人 無回答・非該当 3人

【コメント】 
特になし。   

6．利用者の気持ちは尊重されているか 

はい 37人 どちらともいえない 6人 いいえ 4人 無回答・非該当 3人

【コメント】 
特になし。   

7．職員の対応は丁寧か 

はい 40人 どちらともいえない 7人 いいえ 3人 無回答・非該当 0人

【コメント】 
特になし。   

8．個別の目標や計画を作成する際に、利用者の状況や要望をきかれているか 

はい 38人 どちらともいえない 8人 いいえ 4人 無回答・非該当 0人

【コメント】 
特になし。   

9．【個別の目標や計画について説明を受けた方に】 
個別の目標や計画に関しての説明はわかりやすかったか 

はい 38人 どちらともいえない 2人 いいえ 1人 無回答・非該当 0人

【コメント】 
特になし。なお、該当者は41人である。   

10．【過去１年以内に利用を開始し、利用前の説明を受けた方に】 
サービス内容や利用方法の説明はわかりやすかったか 

はい 2人 どちらともいえない 2人 いいえ 0人 無回答・非該当 0人

【コメント】 
特になし。なお、該当者は４人である。   

11．不満や要望を事業所や職員に言いやすいか 

はい 32人 どちらともいえない 11人 いいえ 7人 無回答・非該当 0人

【コメント】 
特になし。   

12．利用者の不満や要望はきちんと対応されているか 

はい 39人 どちらともいえない 7人 いいえ 4人 無回答・非該当 0人

【コメント】 
特になし。   

13．第三者委員など外部の苦情窓口にも相談できることを知っているか 

はい 19人 どちらともいえない 10人 いいえ 19人 無回答・非該当 2人

【コメント】 
特になし。   
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リーダーシップと意思決定     

福祉サービス第三者評価情報 > 評価結果検索 > 評価結果一覧 > 評価結果詳細 > リーダーシップと意思決定 

1-1-1. 事業所が目指していること（理念、基本方針）を明確化・周知している 

 

1-1-2. 経営層（運営管理者含む）は自らの役割と責任を職員に対して表明し、事業所をリード
している 

 

1-1-3. 重要な案件について、経営層（運営管理者含む）は実情を踏まえて意思決定し、その内
容を関係者に周知している 

 

講 評

法人の基本方針を事業計画書やしおりに明示して、職員、利用者・家族に説明している

法人の基本方針（運営方針とサービス方針）は年度の事業計画書に掲載されており、事業計画書は職員全員に配

布されている。職員に対しては基本方針、事業計画を職員会議等で説明して理解を深めるように努めている。利用

者・家族に対しては基本方針を「学園のしおり」に記載して、説明している。

施設長、役職者は明示された任務と責任に基づいて行動している

法人の運営規程に施設長をはじめ役職者の任務や責任が明示されている。また、学園の業務分掌も明示してい

る。施設長、役職者はその任務と責任に基づいて行動している。

学園の運営のしくみや重要な意思決定の内容は職員に周知されている

法人の運営会議、課長会議、係長会議、専門部会と連動して学園の運営が行なわれている。学園には運営会議､

主任・リーダー会、グループ会議、職員会議が設けられ、それぞれの会議の役割も明確にされている。重要な意思

決定の経緯や内容は会議等を通じて職員に周知するよう努めている。利用者・家族に対しても重要な案件について

は必要に応じて伝えている。
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評点

標準項目

 事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針など）を明示している

 事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針など）について、職員の理解が深まるような取

り組みを行っている

 事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針など）について、利用者本人や家族等の理解

が深まるような取り組みを行っている

 重要な意思決定や判断に迷ったときに、事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針など）

を思い起こすことができる取り組みを行っている（会議中に確認できるなど）

A+の取り組み   

評点

標準項目
 経営層は、自らの役割と責任を職員に伝えている

 経営層は、自らの役割と責任に基づいて行動している

A+の取り組み   

評点

標準項目

 重要な案件を検討し、決定する手順があらかじめ決まっている

 重要な意思決定に関し、その内容と決定経緯について職員に周知している

 利用者等に対し、重要な案件に関する決定事項について、必要に応じてその内容と決定経緯を伝

えている

A+の取り組み   

このページの一番上へ
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評価結果ダイジェスト

評価結果詳細

 全体の評価講評

 事業評価結果

 

 
組織マネジメント分析
結果

 サービス分析結果

利用者調査結果

事業者のコメント

評点の見方

他年度の評価結果

 平成19年度評価結果 

経営における社会的責任     

福祉サービス第三者評価情報 > 評価結果検索 > 評価結果一覧 > 評価結果詳細 > 経営における社会的責任 

2-1-1. 社会人・福祉サービスに従事する者として守るべき法・規範・倫理などを周知している 

 

2-1-2. 第三者による評価の結果公表、情報開示などにより、地域社会に対し、透明性の高い
組織となっている 

 

2-2-1. 事業所の機能や福祉の専門性をいかした取り組みがある 

 

2-2-2. ボランティア受け入れに関する基本姿勢を明確にし、体制を確立している 

講 評

「職員活動指針」等を明示して職員に徹底するとともに点検活動にも取り組んでいる

法人が「職員活動指針」と「より良い福栄会職員を目指して」を策定、事業計画書にも掲載して年度初めの職員会議

で説明して職員に徹底するよう努めている。「職員活動指針」は施設内に掲示もしている。品川区施設サービス向

上研究会のセルフチェックにより守るべき法・規範・倫理等についての点検活動にも取り組んでいる。

広報活動に積極的に取り組み、地域に対する情報の発信・開示を行なっている

法人の福栄会は品川区のバックアップにより設立されており、理事会、評議員会も地域の関係者により構成されて

いる。設立以来、地域に開かれた組織として広報活動にも積極的に取り組んでいる。広報紙「もみじ」を年３回発行

して、第二しいのき学園をはじめ福栄会の運営する全事業所の活動や利用者の様子を紹介している。「もみじ」は

利用者をはじめ品川区や福祉団体・施設、関係者に広く配布されている。ホームページによる情報提供も積極的に

行なっている。第三者評価の報告書も施設内に掲示している。

地域社会といろいろな関わりを持ち、利用者が地域の人々と交流する機会を作っている

福祉施設としての機能や専門性をいかした活動では、会議室などの地域の団体への開放、外部研修会への講師派

遣、専門学校等の実習生の受入れなどを行なっている。ボランティアはクラブ活動の指導、旅行付き添い、夏まつり

などの行事援助、整髪・美容指導、製菓作業指導などいろいろな場面に受け入れている。区内の障害者施設連絡

会や品川区サービス向上研究会、障害者就労支援ネットワーク等に参加し､共同活動に取り組んでいる。また、福

祉施設や町内会のイベントに参加して自主製品の販売を行い、利用者が地域の人々と交流する機会を作っている。

このページの一番上へ

評点

標準項目
 福祉サービスに従事する者として、守るべき法・規範・倫理（個人の尊厳）などを明示している

 全職員に対して、守るべき法・規範・倫理（個人の尊厳）などの理解が深まるように取り組んでいる

A+の取り組み   

評点

標準項目

 第三者による評価の結果公表、情報開示など外部の導入を図り、開かれた組織となるように取り組

んでいる

 透明性を高めるために、地域の人の目にふれやすい方法（事業者便り・会報など）で地域社会に事

業所に関する情報を開示している

A+の取り組み   

評点

標準項目

 事業所の機能や専門性は、利用者に支障のない範囲で地域の人に還元している（施設・備品等の

開放、個別相談など）

 地域の人や関係機関を対象に、事業所の機能や専門性をいかした企画・啓発活動（研修会の開

催、講師派遣など）を行っている

A+の取り組み   

評点

標準項目

 ボランティアの受け入れに対する基本姿勢を明示している

 ボランティアの受け入れ体制を整備している（担当者の配置、手引き書の作成など）

 ボランティアに利用者のプライバシーの尊重やその他の留意事項などを伝えている
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2-2-3. 地域の関係機関との連携を図っている 

 

A+の取り組み   

評点

標準項目
 地域の関係機関のネットワーク（事業者連絡会など）に参画している

 地域ネットワーク内での共通課題について、協働して取り組めるような体制を整えている

A+の取り組み   

このページの一番上へ
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利用者意向や地域・事業環境の把握と活用     

福祉サービス第三者評価情報 > 評価結果検索 > 評価結果一覧 > 評価結果詳細 > 利用者意向や地域・事業環境の把握と活用 

3-1-1. 利用者一人ひとりの意向（意見・要望・苦情）を多様な方法で把握し、迅速に対応してい
る（苦情解決制度を含む） 

 

3-1-2. 利用者意向の集約・分析とサービス向上への活用に取り組んでいる 

 

3-1-3. 地域・事業環境に関する情報を収集し、状況を把握・分析している 

 

講 評

苦情解決のしくみや第三者委員の周知を図り、利用者の苦情や意見の解決に努めている

苦情解決のしくみについては「学園のしおり」に明記して周知を図っている。第三者委員の氏名、電話番号は｢学園

のしおり｣に記載するとともに施設内に掲示している。｢意見箱」も設置している。第三者委員は年２回、苦情解決サ

ービス向上委員会に出席して苦情解決に関する相談に対応している。主な苦情とその対応の経過については事業

報告書に記載して報告している。

給食等のアンケート調査や第三者評価の利用者調査を改善課題の検討に役立てている

給食（嗜好）、行事・旅行などについては利用者のアンケート調査を行い、利用者の意向を反映するようにしてい

る。また、第三者評価の中で行なわれる利用者調査の結果を利用者の意向の把握と改善課題の検討に役立ててい

る。

地域の福祉ニーズや福祉事業の動向を収集して、今後の事業運営に役立てている

地域の福祉ニーズについては、特別支援学校や障害者団体などの会合等に参加して収集に努めている。福祉事業

の動向にについては、区や社会福祉協議会等の会合や研修会を通じて収集している。これらの情報等を今後の事

業にいかしていくために整理・分析している。

このページの一番上へ

評点

標準項目

 苦情解決制度を利用できることや事業者以外の相談先を遠慮なく利用できることを、利用者に伝え

ている

 利用者一人ひとりの意見・要望・苦情に対する解決に取り組んでいる

A+の取り組み   

評点

標準項目

 利用者アンケートなど、事業所側からの働きかけにより利用者の意向を把握することに取り組んで

いる

 事業者が把握している利用者の意向を取りまとめ、利用者から見たサービスの現状・問題を把握し

ている

 利用者の意向をサービス向上につなげることに取り組んでいる

A+の取り組み   

評点

標準項目

 地域の福祉ニーズの収集（地域での聞き取り、地域懇談会など）に取り組んでいる

 福祉事業全体の動向（行政や業界などの動き）の収集に取り組んでいる

 事業所としての今後のあり方の参考になるように、地域の福祉ニーズや福祉事業全体の動向を整

理・分析している

A+の取り組み   
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計画の策定と着実な実行     

福祉サービス第三者評価情報 > 評価結果検索 > 評価結果一覧 > 評価結果詳細 > 計画の策定と着実な実行 

4-1-1. 取り組み期間に応じた課題・計画を策定している 

 

4-1-2. 多角的な視点から課題を把握し、計画を策定している 

 

4-1-3. 着実な計画の実行に取り組んでいる 

 

4-2-1. 利用者の安全の確保・向上に計画的に取り組んでいる 

講 評

「品川区地域福祉計画」に沿って、年度事業計画を策定し、計画的に取り組んでいる

品川区は長期計画として「品川区地域福祉計画」を策定しており、法人は区の福祉施策と一体となって、地域福祉

を推進することを基本方針として各種事業を運営している。年度の事業計画も区の施策に基づいて策定している。

短期の活動についても、年度事業計画に基づいて計画的に取り組んでいる。

事業計画は利用者の状況や地域福祉ニーズ、事業環境等を踏まえて検討されている

事業計画の一環として主要な会議の年間日程が編成されており、課題の明確化、計画策定の時期・手順等は明確

になっている。その過程には職員の参画する会議等が設定されている。事業計画の内容も利用者の状況や地域の

福祉ニーズ、事業環境を踏まえて検討されている。計画の執行にあたっても、重点テーマや授産活動の数値目標、

利用率目標の設定、経費支出のポイント等の明示など目標を明確にするとともに進捗状況の確認をして（上半期の

まとめなど）取り組んでいる。

事故の再発防止・予防をはじめ利用者の安全を確保するために取り組んでいる

作業室内はそれぞれ整理・整頓を心がけて、事故の未然防止に努めている。事故やヒヤリハットの事例は文書で報

告するようにして、事例をもとに再発防止や予防策をまとめている。災害対策については、同じビル内の法人の施

設と共同で避難訓練を実施するとともに消防署等との連携体制を整えている。また、近隣の４つの町内会と災害応

援協定を締結して、非常時に備えている。

このページの一番上へ

評点

標準項目

 理念・ビジョンの実現に向けた中・長期計画を策定している

 年度単位の計画を策定している

 短期の活動についても、計画的（担当者・スケジュールの設定など）に取り組んでいる

A+の取り組み   

評点

標準項目

 課題の明確化、計画策定の時期や手順があらかじめ決まっている

 課題の明確化、計画の策定にあたり、現場の意向を反映できるようにしている

 計画は、サービスの現状（利用者意向、地域の福祉ニーズや事業環境など）を踏まえて策定してい

る

 計画は、想定されるリスク（利用者への影響、職員への業務負担、必要経費の増大など）を踏まえ

て策定している

A+の取り組み   

評点

標準項目

 計画推進の方法（体制、職員の役割や活動内容など）を明示している

 計画推進にあたり、より高い成果が得られるように事業所内外の先進事例・失敗事例を参考にする

などの取り組みを行っている

 計画推進にあたり、目指す目標と達成度合いを図る指標を明示している

 計画推進にあたり、進捗状況を確認し（半期・月単位など）、必要に応じて見直しをしながら取り組

んでいる

A+の取り組み   
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評点

標準項目

 利用者の安全の確保・向上を図るため、関係機関との連携や事業所内の役割分担を明示している

 発生した事故や事故につながりやすい事例などをもとに、再発防止・予防対策を策定している

 再発防止・予防対策の実践に向けて、職員、利用者、関係機関などに具体的な活動内容が伝わっ

ている

A+の取り組み   

このページの一番上へ
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職員と組織の能力向上     

福祉サービス第三者評価情報 > 評価結果検索 > 評価結果一覧 > 評価結果詳細 > 職員と組織の能力向上 

5-1-1. 事業所にとって必要な人材構成にしている 

 

5-1-2. 職員の質の向上に取り組んでいる 

 

5-2-1. 職員一人ひとりの主体的な判断・行動と組織としての学びに取り組んでいる 

 

5-2-2. 職員のやる気向上に取り組んでいる 

講 評

職員の目標を明示して、育成・評価・報酬を連動したマネジメントを行なっている

職員の目標として「より良い福栄会職員を目指して」と20年度の「職員活動方針」が示されている。「自己点検」「業

績評価」に基づく人事考課制度を実施して、職員の育成・評価・報酬が連動した人材マネジメントを行なっている。採

用をはじめ職員の人事は法人の所管である。法人は毎年、意向調査により職員の希望や意向を把握して育成や配

置の参考にしている。

キャリア別研修、資格取得の奨励等を実施して職員の能力向上に取り組んでいる

職員の能力向上については、法人のキャリア別の研修計画、資格取得の奨励と助成制度等に基づき、上司面接で

本人の希望を聞いて年間の研修計画を立てている。東社協など外部研修会へ派遣や新任者など必要な職員には

ＯＪＴを実施している。研修の成果については報告書の提出や職員会議での報告で確認するとともに職員が共有で

きるようにしている。職員には業務分掌により担当する業務を明示し、報告・連絡・相談を適切に行なうよう指導して

いる。

職員意向調査等により職員の意識を把握し、褒賞制度を設けてやる気の向上に努めている

職場の安全衛生問題については毎月、安全衛生委員会を開催して協議している。職員のメンタルケアにも取り組ん

でいる。意向調査や職員面接による職員の意識の把握及び職員褒賞制度の設置等により職員のやる気・働きがい

の向上に努めている。

このページの一番上へ

評点

標準項目

 事業所の人事制度に関する方針（人材像、職員育成・評価の考え方）を明示している

 事業所が必要とする人材を踏まえた採用を行っている

 適材適所の人員配置に取り組んでいる

A+の取り組み   

評点

標準項目

 職員一人ひとりの能力向上に関する希望を把握している

 職員一人ひとりの職務能力に応じた、個人別の育成（研修）計画を策定している

 個人別の育成（研修）計画を踏まえ、ＯＪＴや研修を行っている

 職員が研修に参加しやすいように、勤務日程を調整している

 職員の研修成果を確認し（研修時・研修直後・研修数ヶ月後など）、研修が本人の育成に役立った

かを確認している

A+の取り組み   

評点

標準項目

 職員の判断で実施可能な範囲と、それを超えた場合の対応方法を明示している

 職員一人ひとりの日頃の気づきや工夫について、互いに学ぶことに取り組んでいる

 職員一人ひとりの研修成果を、レポートや発表等で共有化に取り組んでいる

A+の取り組み   

評点

 事業所の特性を踏まえ、職員の育成・評価・報酬（賃金、昇進・昇格、賞賛など）が連動した人材マ
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標準項目

ネジメントを行っている

 就業状況（勤務時間や休暇取得、疲労・ストレスなど）を把握し、改善に取り組んでいる

 職員の意識を把握し、やる気と働きがいの向上に取り組んでいる

 福利厚生制度の充実に取り組んでいる

A+の取り組み   

このページの一番上へ
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評価結果ダイジェスト

評価結果詳細

 全体の評価講評

 事業評価結果

 

 
組織マネジメント分析
結果

 サービス分析結果

利用者調査結果

事業者のコメント

評点の見方

他年度の評価結果

 平成19年度評価結果 

情報の保護・共有     

福祉サービス第三者評価情報 > 評価結果検索 > 評価結果一覧 > 評価結果詳細 > 情報の保護・共有 

7-1-1. 事業所が蓄積している経営に関する情報の保護・共有に取り組んでいる 

 

7-1-2. 個人情報は、「個人情報保護法」の趣旨を踏まえて保護・共有している 

 

講 評

情報はその重要性や機密性によりアクセス権限を設定して管理している

情報に関してはその重要性や機密性によりアクセス権限を設定して管理するとともに必要な人が必要な時に活用で

きるように整理している。特に利用者に関する情報は支援スタッフ全員が共有・活用できるようにしている。情報の

更新は適宜行なわれている。

個人情報の利用目的・開示請求に関しては文書にまとめ施設内に掲示している

個人情報の利用目的や開示請求に関しては「保有個人情報に関する事項の公表について」という文書にまとめて

施設内に掲示している。また、個人情報保護規程（法人制定）も閲覧できるようにしている。職員に対しては職員会

議で個人情報保護の意義を徹底するとともにセルフチェックなどにより点検活動にも取り組んでいる。実習生、ボラ

ンティアに対してはオリエンテーションの際に個人情報保護の趣旨を説明して徹底を図っている。

このページの一番上へ

評点

標準項目

 情報の重要性や機密性を踏まえ、アクセス権限を設定している

 収集した情報は、必要な人が必要なときに活用できるように整理・保管している

 保管している情報の状況を把握し、使いやすいように更新している

A+の取り組み   

評点

標準項目

 事業所で扱っている個人情報の利用目的を明示している

 個人情報の保護に関する規定を明示している

 開示請求に対する対応方法を明示している

 個人情報の保護について職員（実習生やボランティアを含む）が理解し行動できるための取り組み

を行っている

A+の取り組み   

このページの一番上へ



評価結果ダイジェスト

評価結果詳細

 全体の評価講評

 事業評価結果

 

 
組織マネジメント分析
結果

 サービス分析結果

利用者調査結果

事業者のコメント

評点の見方

他年度の評価結果

 平成19年度評価結果 

カテゴリー１～７に関する活動成果     

福祉サービス第三者評価情報 > 評価結果検索 > 評価結果一覧 > 評価結果詳細 > カテゴリー１～７に関する活動成果 

8-1-1. 前年度（比較困難な場合は可能な期間で）と比べて、以下のカテゴリーで評価される部
分について、改善を行い成果が上がっている 

 

8-2-1. 前年度（比較困難な場合は可能な期間で）と比べて、以下のカテゴリーで評価される部
分について、改善を行い成果が上がっている 

 

8-3-1. 前年度（比較困難な場合は可能な期間で）と比べて、以下のカテゴリーで評価される部
分について、改善を行い成果が上がっている 

 

8-4-1. 財政状態や収支バランスの改善へ向けた計画的かつ主体的な取り組みにより成果が
上がっている 

 

8-5-1. 前年度（比較困難な場合は可能な期間で）と比べて、利用者満足や以下のカテゴリーで

・カテゴリー１：「リーダーシップと意思決定」 

・カテゴリー２：「経営における社会的責任」 

・カテゴリー４：「計画の策定と着実な実行」

評点

改善の成果

就労継続事業への移行に向けて支援内容の見直しに取り組んでいる 

①21年４月から自立支援法による就労継続事業に移行することを決定し、支援内容の見直しなどに取り組

み準備を進めている。②授産作業の見直しに取り組み、作業時間の変更等を行い、工賃の引き上げを図っ

ている。  

このページの一番上へ

・カテゴリー５：「職員と組織の能力向上」

評点

改善の成果

自立支援法に関する職員研修会を開催し、就労継続事業について職員の理解を深めてい

る 

①新しい事業体系への移行に備えて、自立支援法に関する職員研修会を開催し、就労継続事業とそのサー

ビスについて職員の理解を深めている。②授産活動の見直しを行い、作業時間を変更して工賃の引き上げ

に結びつけている。  

このページの一番上へ

・カテゴリー６：「サービス提供のプロセス」 

・カテゴリー７：「情報の保護・共有」

評点

改善の成果

利用者集会を設けて利用者が意見を出し合い、自主的に活動していくよう支援している 

①利用者集会を新たに設けて利用者の主体的な参加を促し、施設に対する要望や意見を出したり、生活上

の問題について利用者同士が話し合う場を作っている。また、利用者に対する情報提供の場としても活用し

ている。②作業時間を９時～16時に改めて、工賃の引上げに結びつけている。  ③食堂と廊下の仕切りを

撤去する改修工事を実施して、利用者が使いやすいように改善している。④給食配膳設備を更新して、保

温・冷庫、茹で麺機、給茶機を設置している。⑤製菓の作業室の改修、オーブン等設置の更新を行い、自主

製品製造の強化に取り組んでいる。⑥情報共有のレベルアップを図るために新しいＰＣへの切り替えに向け

て準備を進めている。  

このページの一番上へ

評点

改善の成果

利用者・家族との連絡を密にして、出席率の向上に向けて取り組んでいる 

①引続き、長期に欠席している利用者に対するアプローチを行い、少しずつ利用に結びつけるなど利用率の

向上に向けて取り組んでいる。②利用者・家族とは日々連絡を取り、必要に応じて家庭訪問も行い、出席率

の向上に向けて取り組んでいる。  

このページの一番上へ
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評価される部分において改善傾向を示している 

 

・カテゴリー３：「利用者意向や地域・事業環境などの把握と活用」

評点

改善の成果
利用者の意見や要望を把握する場として利用者集会を設置している 

①利用者の主体的な活動を促すとともに利用者の意見や要望を把握するための一つの場として新たに利用

者集会を設置している。  

このページの一番上へ
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評価結果ダイジェスト

評価結果詳細

 全体の評価講評

 事業評価結果

 

 
組織マネジメント分析
結果 

 サービス分析結果

利用者調査結果

事業者のコメント

評点の見方

他年度の評価結果

 平成19年度評価結果 

サービス情報の提供     

福祉サービス第三者評価情報 > 評価結果検索 > 評価結果一覧 > 評価結果詳細 > サービス情報の提供 

 

1-1．利用者等に対してサービスの情報を提供している 

 

講 評

「学園のしおり」には、支援の内容等が詳しく､わかりやすく説明されている

利用希望者向けには「学園のしおり」が作成されている。構成は、基本方針､支援内容、家族・家族会との協力関

係、食事・健康管理、通園方法、その他となっており、支援内容については、作業や活動の内容、グループ編成、日

課、行事まで詳しく説明している。ふり仮名をつけ、わかりやすい表現を心がけている。イラストなどを使い、親しみ

やすい紙面づくりの工夫があるとよいと思われる。法人（福栄会）のホームページでも情報を提供している。

法人が広報誌を行政や関係機関に配布して、第二しいのき学園の情報も提供している

法人が広報紙「もみじ」を発行（年３回）し、第二しいのき学園を含めて福栄会の運営する全事業所の活動を紹介し

ている。「もみじ」は利用者をはじめ品川区や区内の関係機関等にも広く配布されている。

利用希望者の見学は随時受け入れ、必要に応じて実習期間も設けている

利用を希望する人の見学は随時受け入れている。見学者には施設を見てもらうとともに「学園のしおり」をもとにサ

ービスの内容について説明している。必要に応じて、実習の期間を設けて学園の生活を体験してもらっている。

このページの一番上へ

評点  

標準項目

 利用者が入手できる媒体で、利用者に事業所の情報を提供している 

 利用者の特性を考慮し、提供する情報の表記や内容をわかりやすいものにしている 

 事業所の情報を、行政や関係機関等に提供している 

 利用者の問い合わせや見学の要望があった場合には、個別の状況に応じて対応している 

A+の取り組み   

このページの一番上へ
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評価結果ダイジェスト

評価結果詳細

 全体の評価講評

 事業評価結果

 

 
組織マネジメント分析
結果 

 サービス分析結果

利用者調査結果

事業者のコメント

評点の見方

他年度の評価結果

 平成19年度評価結果 

サービスの開始・終了時の対応     

福祉サービス第三者評価情報 > 評価結果検索 > 評価結果一覧 > 評価結果詳細 > サービスの開始・終了時の対応 

 

2-1．サービスの開始にあたり利用者等に説明し、同意を得ている 

 

2-2．サービスの開始及び終了の際に、環境変化に対応できるよう支援している 

 

講 評

サービスの基本的ルール、重要事項について説明して、利用者・家族の同意を得ている

サービスの基本的ルール、重要事項については重要事項説明書と「学園のしおり」により利用者・家族に説明して

いる。サービスの内容や利用者の負担金等については利用者・家族の同意を確認し、同意書に署名・捺印してもら

っている。利用者・家族の意向は入園面談記録に記入して、支援計画に反映させている。

利用者の個別事情や要望、生活等を踏まえて本人のペースを尊重して支援している

利用者の支援に必要な個別事情や要望は面談記録とアセスメントシートに記録している。支援にあたっては、利用

前の生活を踏まえて本人のペースを乱さないよう心がけている。また、利用者の状況に合わせて活動や作業を調整

して、不安やストレスを軽減するよう配慮している。

同意を得て短期入所施設や就労先に利用者の情報を提供して支援の継続性に配慮している

利用者が短期入所施設等を利用したり、就労する場合は、本人・家族の同意を得て施設や就労先に利用者に関す

る情報を提供して支援の継続性に配慮している。また、退園後も学園の行事に来てもらったり、就労先を訪問する

などアフターフォローを行なっている。介護者の高齢化など家族の介護力の低下が進んでおり、家庭状況の把握と

支援策について検討することを課題としている。

このページの一番上へ

評点  

標準項目

 サービスの開始にあたり、基本的ルール、重要事項等を利用者の状況に応じて説明している 

 サービス内容や利用者負担金等について、利用者の同意を得るようにしている 

 サービスに関する説明の際に、利用者や家族等の意向を確認し、記録化している 

A+の取り組み   

このページの一番上へ

評点  

標準項目

 
サービス開始時に、利用者の支援に必要な個別事情や要望を決められた書式に記録し、把握してい

る 

 利用開始直後には、利用者の不安やストレスを軽減するよう配慮している 

 サービス利用前の生活をふまえた支援をしている 

 サービスの終了時には、利用者の不安を軽減し、支援の継続性に配慮した支援をしている 

A+の取り組み   

このページの一番上へ



評価結果ダイジェスト

評価結果詳細

 全体の評価講評

 事業評価結果

 

 
組織マネジメント分析
結果 

 サービス分析結果

利用者調査結果

事業者のコメント

評点の見方

他年度の評価結果

 平成19年度評価結果 

個別状況に応じた計画策定・記録     

福祉サービス第三者評価情報 > 評価結果検索 > 評価結果一覧 > 評価結果詳細 > 個別状況に応じた計画策定・記録 

 

3-1．定められた手順に従ってアセスメントを行い、利用者の課題を個別のサービス場面ごとに
明示している 

 

3-2．利用者等の希望と関係者の意見を取り入れた個別の支援計画を作成している 

 

3-3．利用者に関する記録が行われ、管理体制を確立している 

 

講 評

アセスメントにより利用者の状況、ニ―ズ、課題を明確にして、支援している

利用者の心身状況や生活状況はＰＣシステムを活用して、利用者ごとに記録（ケース記録）している。アセスメントシ

ートは、健康、ＡＤＬ、家事・社会生活・自立、コミュニケーション、日中活動・就労・余暇の項目ごとに利用者の状

況、ニーズ、課題を明らかにするようになっている。アセスメントは年２回（中間期と年度末）見直しを行っている。

個別支援計画の作成・見直しは利用者・家族の希望を聞いて行い、同意を得ている

個別支援計画は利用者・家族との個別面談により意見や要望を聞いて作成・見直しを行い、利用者・家族に説明し

て同意を得ている。計画を緊急に変更する必要がある時には、ケース会議やグループ会議を開催して検討してい

る。

ケース記録には支援内容と利用者の状態の推移を記録し、職員が共有・活用している

ケース記録には具体的な支援内容と利用者の状態の推移が記録されており、支援計画とともに支援スタッフ全員が

共有・活用できるようにＰＣに入力されている。利用者の状況については、朝礼・夕礼時に報告して職員の情報共有

に努めている。

このページの一番上へ

評点  

標準項目

 利用者の心身状況や生活状況等を、組織が定めた統一した様式によって記録し、把握している 

 利用者一人ひとりのニーズや課題を明示する手続きを定め、記録している 

 アセスメントの定期的見直しの時期と手順を定めている 

A+の取り組み   

このページの一番上へ

評点  

標準項目

 計画は、利用者の希望を尊重して作成、見直しをしている 

 計画を利用者にわかりやすく説明し、同意を得ている 

 計画は、見直しの時期・手順等の基準を定めたうえで、必要に応じて見直している 

 計画を緊急に変更する場合のしくみを整備している 

A+の取り組み   

このページの一番上へ

評点  

標準項目
 利用者一人ひとりに関する情報を過不足なく記載するしくみがある 

 
計画に沿った具体的な支援内容と、その結果利用者の状態がどのように推移したのかについて具体

的に記録している 

A+の取り組み   

このページの一番上へ
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3-4．利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化している 

 

評点  

標準項目
 計画の内容や個人の記録を、支援を担当する職員すべてが共有し、活用している 

 申し送り・引継ぎ等により、利用者に変化があった場合の情報を職員間で共有化している 

A+の取り組み   

このページの一番上へ
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福祉サービス第三者評価情報 > 評価結果検索 > 評価結果一覧 > 評価結果詳細 > プライバシーの保護等個人の尊厳の尊重 

 

5-1．利用者のプライバシー保護を徹底している 

 

5-2．サービスの実施にあたり、利用者の権利を守り、個人の意思を尊重している 

 

講 評

利用者に関する情報を外部とやりとりする時には、その都度､本人の同意を得ている

利用者に関する情報を外部とやりとりするときには、その都度、本人の同意を得ている。プライバシーへの配慮か

ら、園の広報紙や掲示物への写真等の掲載についても本人の同意を得て行なっている。排泄等の介助は同性の支

援員が行い、利用者の羞恥心に配慮している。

作業内容の組み立て方を工夫して利用者が自分で選択できるようにして支援している

作業活動では、内容の組み立て方を工夫して利用者が自分で何をするかを選択できるようにして支援している。ま

た、利用者の価値観や生活習慣に関しても個別支援計画に記載してその点に配慮した支援を心がけている。

利用者対応について職員が心がけるべきことを明示して、点検活動にも取り組んでいる

「より良い福栄会職員を目指して」において職員の心がけるべきことを明示して、職員に徹底するよう努めている。

品川区施設サービス向上研究会のセルフチェックによる点検活動に取り組み、その結果をもとに職員会議で話し合

っている。虐待等が懸念される場合には、区をはじめ関係機関と連携できるように体制を整えている。

このページの一番上へ

評点  

標準項目

 
利用者に関する情報（事項）を外部とやりとりする必要が生じた場合には、利用者の同意を得るように

している 

 日常の支援の中で、利用者のプライバシーに配慮している 

 利用者の羞恥心に配慮した支援を行っている 

A+の取り組み   

このページの一番上へ

評点  

標準項目

 日常の支援にあたっては、個人の意思を尊重している（利用者が「ノー」と言える機会を設けている） 

 
利用者の気持ちを傷つけるような職員の言動、放任、虐待、無視等が行われることのないよう、職員

が相互に日常の言動を振り返り、組織的に対策を検討し、対応している 

 虐待被害にあった利用者がいる場合には、関係機関と連携しながら対応する体制を整えている 

 利用者一人ひとりの価値観や生活習慣に配慮した支援を行っている 

A+の取り組み   

このページの一番上へ
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事業所業務の標準化     

福祉サービス第三者評価情報 > 評価結果検索 > 評価結果一覧 > 評価結果詳細 > 事業所業務の標準化 

 

6-1．手引書等を整備し、事業所業務の標準化を図るための取り組みをしている 

 

6-2．サービスの向上をめざして、事業所の標準的な業務水準を見直す取り組みをしている 

 

6-3．さまざまな取り組みにより、業務の一定水準を確保している 

講 評

職員が作成に関わり、サービスの基本事項・手順をまとめている

サービスの基本事項や手順は各種のマニュアルで明確にされている。マニュアルは職員が作成（マニュアル検討委

員会）しているので、現場の実務に即した内容になっている。職員の意見や工夫・改善事例の反映にも努めている。

新事業体系への移行に合わせて、マニュアル等の見直し・整備を急ぐことが望まれる

サービスの基本事項や手順等の改変・見直しは、年度の事業計画の策定に合わせて行ってきているが、規程等に

明文化はされていない。20年度はマニュアルの見直し・整備を課題に設定しているが、新法による新事業体系への

移行準備との関係で中断状態にある。新年度からは新しい事業体系に移行するので、早急にマニュアル等の見直

しを行なうことが望まれる。

職員会議での基本事項の徹底など、さまざまな面から業務水準の確保に取り組んでいる

職員会議、支援担当会議等を通じてサービスの基本事項や手順が職員全員に徹底するよう努めている。法人内研

修、外部研修への参加等により職員の能力向上に取り組んでいる。作業室の整理・整頓、事故の未然防止に努め

るとともにヒヤリハット事例を予防にいかして利用者の安全確保に取り組んでいる。職員に対する指導・助言を日常

的に行なっている。

このページの一番上へ

評点  

標準項目

 
手引書(基準書、手順書、マニュアル)等で、事業所が提供しているサービスの基本事項や手順等を明

確にしている 

 手引書等は、職員の共通理解が得られるような表現にしている 

 提供しているサービスが定められた基本事項や手順等に沿っているかどうかを点検している 

 職員は、わからないことが起きた際や業務点検の手段として、日常的に手引書等を活用している 

A+の取り組み   

このページの一番上へ

評点  

標準項目

 提供しているサービスの基本事項や手順等は改変の時期や見直しの基準が定められている 

 
提供しているサービスの基本事項や手順等の見直しにあたり、職員や利用者等からの意見や提案を

反映するようにしている 

 
職員一人ひとりが工夫・改善したサービス事例などをもとに、基本事項や手順等の改善に取り組んで

いる 

A+の取り組み   

このページの一番上へ

評点  

標準項目

 
打ち合わせや会議等の機会を通じて、サービスの基本事項や手順等が職員全体に行き渡るようにし

ている 

 職員が一定レベルの知識や技術を学べるような機会を提供している 

 職員全員が、利用者の安全性に配慮した支援ができるようにしている 

 職員一人ひとりのサービス提供の方法について、指導者が助言・指導している 
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 職員は、わからないことが起きた際に、指導者や先輩等に相談し、助言を受けている 

A+の取り組み   

このページの一番上へ
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サービスの実施     

福祉サービス第三者評価情報 > 評価結果検索 > 評価結果一覧 > 評価結果詳細 > サービスの実施 

1．個別の支援計画に基づいて自立(自律)生活が営めるよう支援している 
 

 

 

2．個別の支援計画に基づいて就労・日中活動等に関するさまざまな支援を行っている 
 

 

講 評

日中活動の中で利用者が自分の状況に合わせて活動できるよう計画をもとに支援している

利用者を障害の状況に応じて２グループに分けている。中軽度の利用者は作業を中心にした活動、軽度の利用者

は作業をしながら自立と就労支援（実習）を中心に活動に取り組んでいる。グループはそれぞれ２つの班に分かれ、

日中活動は班ごとに行い、その中で利用者が自分の状況に応じて活動できるよう個別支援計画をもとに支援してい

る。

利用者には週間予定表を配布するなど予定をわかりやすく伝えるよう工夫している

利用者には週間予定表を配布し、日課は当日の朝礼でホワイトボード等を活用して確認するなど予定をわかりやす

く伝えるよう工夫している。また、コミュニケーションについては言葉だけでなく態度や表情等にも気を配り、利用者

の気持ちを汲み取るように努めている。

就労を目指す利用者には職場体験・実習や就労支援に関する情報を提供している

自立生活に必要な情報としては特に就労に向けて職場体験・実習や就労支援機関に関する情報を積極的に提供し

ている。

評点  

標準項目

 個別の支援計画に基づいて支援を行っている 

 利用者の特性に応じて、コミュニケーションのとり方を工夫している 

 自立生活に必要なさまざまな情報を提供している 

 必要に応じて対人関係のアドバイス等を行っている 

A+の取り組み   

このページの一番上へ

講 評

豊富な授産活動メニューを用意して、利用者が特性に合わせて取り組めるようにしている

授産活動のメニューは豊富である。区内13箇所の公園清掃、福栄会ビルの館内・園庭清掃、クリーニング、喫茶サ

ービス、製菓（パウンドケーキ)､農作業、軽作業（割り箸袋入れ、仕切り組み立て等）、ゴミの分別・リサイクルなど内

容もさまざまである。クリーニングは本格的な設備を持ち、法人の高齢者施設や区内の福祉施設、保育園等のクリ

ーニングを引き受けている。また、農園で野菜を栽培しているのもユニークな活動である。利用者はその特性や希

望に合わせて授産活動に取り組んでいる。

利用者が学園は働く施設ー職場という意識を強めるように改善を図っている

下期から作業を９時から始めて１6時に終了するように変更している。利用者が第二しいのき学園は障害者の働く施

設ー職場であるという意識をしっかり持つようにという意図である。作業時間が長くなり、それに伴い工賃も上がって

いる。ラジオ体操も取り入れて働くことへの意識づけも試みている。工賃は「工賃・手当て支給要領」に基づいて､作

業能力や作業態度を評価して支給している。支給時には明細書をつけている。今回の利用者調査では「仕組みは

わかりやすく説明されている」と答えた人は６割弱である。

就労を目指す利用者には授産作業での訓練や施設外実習の機会を設けて支援している

授産活動では喫茶サービス作業と施設清掃作業を就労目的作業に位置づけて、就労を目指す利用者が作業を通

じて訓練を行い、能力を身につけていくよう支援している。また、外部の福祉施設や企業等に協力してもらい、職場

体験・職場実習の機会を設けて利用者の就労に向けた取り組みを支援している。

評点  



 

3．栄養のバランスを考慮したうえでおいしい食事を楽しく食べられるよう工夫している 
 

 

 

4．身の回りの支援に関しては、利用者の立場を考えてサービスを行っている 
 

 

標準項目

 授産活動のメニュー等は、利用者の希望や特性により選択できるようにしている 

 利用者が活動しやすい環境を整えている 

 利用者一人ひとりのニーズに応じたその人らしさが発揮できる活動を用意している 

 工賃は利用者との合意に基づいて支給している 

 利用者の働く意欲を盛り立てる取り組みを行っている 

 就労可能な利用者には、就労に向けた相談や具体的な支援を行っている 

A+の取り組み   

このページの一番上へ

講 評

本部の栄養課と協力してバランスのとれた、おいしい食事を提供している

食事は利用者の大きな楽しみであり、おいしい食事を提供するよう努めている。法人本部の栄養課の管理のもとに

業務は業者に委託している。毎月、本部栄養課、業者と給食委員会を開催して献立等を検討している。献立は栄養

のバランスを考慮し、利用者の嗜好調査の結果や職員の検食結果（毎食）を参考にバラエティにも配慮している。ま

た、栄養士や調理師が利用者の食事をしている様子を見て廻り、直接利用者の意向を聞いて献立や調理の参考に

している。選択食、歳時食、行事食も提供している。

利用者の個別事情に合わせて治療食や代替食を提供している

利用者の個別事情に合わせて、治療食（糖尿病や塩分制限）、代替食（アレルギーなど）を提供している。食事の際

には、利用者の様子を見守りながら声かけをするなど支援している。

食堂の改修工事と配膳設備の更新を行い、楽しい雰囲気で食事ができる環境を整えている

今年度は食堂の改修工事と給食配膳設備の更新工事を行っている。改修工事により廊下との仕切りがなくなり、

壁・天井が塗り替えられて、広々とした明るい雰囲気の食堂になり、利用者は好きな席で食事を楽しんでいる。配膳

設備では保温庫、保冷庫、茹で麺機、給茶機等が設置され、適温での食事の提供などサービスの改善が図られて

いる。

評点  

標準項目

 利用者の希望や職員の意見を反映し、バラエティーに富んだ飽きのこない食事を提供している 

 利用者の状態やペースに合わせて食事がとれるよう、必要な支援を行っている 

 食事時間が楽しいひとときとなるよう環境を整えている 

A+の取り組み   

このページの一番上へ

講 評

日常生活上の支援は一日の生活リズムを身につけるよう支援計画をもとに行なっている

日常生活上の支援については、利用者の状況に応じて支援プログラムを作成している。利用者には一日の生活リ

ズムを身につけるよう支援している。

身の回りのことはできるだけ自分でやるように促しながら支援している

排泄、移動、着替え、歯磨きなど身の回りのことについては、利用者の状況を把握して、できるだけ自分でやるよう

に促しながら支援するよう心がけている。

評点  

標準項目
 利用者の状態やペースに合わせて、日常生活上の必要な支援を行っている 

 必要に応じて、身の回りのことは自分で行えるよう働きかけている 

A+の取り組み   

このページの一番上へ



 

5．利用者の健康を維持するための支援を行っている 
 

 

 

6．利用者の自主性を尊重し、日常生活が楽しく快適になるような取り組みを行っている 
 

 

 

7．施設と家族等との交流・連携を図っている 
 

講 評

定期健康診断や精神科医による健康相談を実施して、結果を利用者・家族に伝えている

年２回、定期健康診断を行い、その結果は家族に知らせている。また、毎月、精神科医（嘱託医）に来てもらって健

康相談を実施している。日常的には看護師が利用者・家族の相談に対応している。必要に応じて、通院や服薬に関

する助言や支援も行っている。

服薬チェック表により誤りなく服薬できるよう支援している

服薬については、看護師が服薬チェック表を作成して、利用者の氏名と薬を確認して誤りなく服薬できるように支援

している。

日頃から利用者の健康状態を把握し、急な体調変化にも対応できるよう体制を整えている

利用者の健康状態については、年度当初に家族に記入を依頼して健康チェック表を提出してもらっている。日常的

には、看護師が登園時に顔色をチェックするとともに連絡帳で家庭での様子を確認し、病状の早期発見・早期対応

に努めている。利用者の体調変化等には、嘱託医や医療機関の協力を得て速やかに対応できるよう体制を整えて

いる。

評点  

標準項目

 健康状態に関して、利用者の相談に応じ、必要に応じて利用者や家族に説明をしている 

 必要に応じて、通院や服薬等に対する助言や支援を行っている 

 服薬管理は誤りがないようチェック体制を整えている 

 利用者の体調変化（発作等の急変を含む）に速やかに対応できる体制を整えている 

A+の取り組み   

このページの一番上へ

講 評

福栄会まつりをはじめいろいろな場に参加して多様な体験ができるように支援している

行事には法人の福栄会まつり、秋祭り、忘年会、成人を祝う会､新利用者を迎えるつどい、利用者慰労会、一泊旅

行、日帰り旅行などのプログラムを用意している。また、特別支援学校や町内会、福祉施設のまつりには自主製品

の販売や活動の発表などで参加している。学園の行事の時には利用者が会場の装飾を分担して行なっている。こ

のように利用者が多様な体験ができるように支援している。

施設の共用部分は利用者が交代で清掃し、清潔な環境を維持するよう努めている

施設の共用部分は作業の一つとして毎日、利用者が交代で清掃するとともに定期的に清掃業者による清掃を行っ

て清潔な環境を維持するよう努めている。冬場の乾燥期には湿度保持のための対策を講じて、過しやすい環境づく

りに努めている。

利用者集会を設けて意見等を出し合い、生活ルールについて話し合うよう支援している

毎日、朝礼・夕礼を行い、日頃から利用者が意見を言いやすい雰囲気を作るよう努めている。今年度から利用者集

会を設けて、利用者が意見や要望を出し合い、また生活上の問題やルールについて話し合うように支援している。

評点  

標準項目

 
行事やレクリエーションのプログラムは、利用者の特性や嗜好を考慮し、多様な体験ができるようにし

ている 

 室内は、採光、換気、清潔性など居心地のよい環境となるようにしている 

 日常の生活に関するきまりごとについては、利用者等の意見を参考にして見直しをしている 

 利用者同士が意見を言う機会があり、その意見等を施設運営に反映できるようなしくみを整えている 
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8．地域との連携のもとに利用者の生活の幅を広げるための取り組みを行っている 
 

 

 

講 評

家族との連携・交流を大切にして利用者を支援している

事業計画では、家族の理解と協力により利用者に対する支援体制を充実していくとしている。家族とは相互に利用

者の様子を情報交換して連携を図るようにしている。学園連絡会を年３回、グループ参観・懇談会を年１回開催し

て、学園の状況や利用者の様子を家族に伝えている。また、法人の広報紙「もみじ」や学園報「しいのき報」による

情報の提供も行なっている。必要により、家庭訪問、家族との面談を実施して、家族と連携して支援に取り組んでい

る。

グループホームをはじめ地域の福祉情報を家族に提供している

グループホームや短期入所施設、トワイライト事業、ナイスデイサポート事業等に関する情報を家族に提供してい

る。

評点  

標準項目

 家族等との交流・連携に際して、利用者本人の意思を確認し、その意向に基づいた対応をしている 

 利用者の日常の様子や施設の現況を家族等へ知らせる手段を整えている 

 必要に応じて、家族等への情報提供や支援をしている 

A+の取り組み   

このページの一番上へ

講 評

グループホームをはじめ地域の福祉に関する情報を利用者の状況に合わせて提供している

グループホームや短期入所施設に関する情報やトワイライト事業・ナイスデイサポート事業（特別支援学校生の放

課後支援、夏休みなど休暇期間の日中預かり支援）、区の施策に関する情報などを利用者の状況に応じて提供し

ている。

利用者が地域の資源を利用できるよういろいろな行事や催し物の情報を提供している

利用者が地域の資源を利用し、多様な体験ができるよう特別支援学校や福祉施設の行事、図書館の催し物、スポ

ーツ大会、善意銀行の催事などいろいろな行事や催し物の情報を提供している。

評点  

標準項目
 地域の情報を収集し、利用者の状況に応じて提供している 

 必要に応じて、利用者が地域の資源を利用し、多様な体験ができるよう支援している 

A+の取り組み   

このページの一番上へ




